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第１ 計画の概要 

 

１ 計画策定の趣旨 

 わが国の障がい福祉制度は、昭和５６年の「国際障害者年」を契機に、障がいがある人に

対する国民の理解と認識が高まったことから本格化しました。平成１５年４月には行政がサー

ビスの利用先や内容を決めていたものが、障がいのある方の自己決定に基づいてサービスを

利用できるようになり、平成１８年４月には精神障がいがある人へ支援を拡充し、障がい種

別ごとに異なっていたサービス体系を一元化するとともに、障がいの状態を示す全国共通の

尺度「障害程度区分」が導入された「障害者自立支援法」が施行されました。 

この障害者自立支援法は平成２５年４月、平成２３年７月に制定された障害者基本法の趣

旨を踏まえ、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（障害者総合

支援法）」として改正施行されました。その中で、障がい者の定義の中に難病等が追加され

るなどの範囲の見直しや、身体・知的・精神といった障がいの種別に関わらず共通の支援を

受けられるよう障がい者に対する支援の見直しが図られたほか、障害程度区分が「障害の多

様な特性その他の心身の状態に応じて必要とされる標準的な支援の度合いを総合的に示すも

の」として「障害支援区分」と改正されました。  

また、平成２８年４月には障がいを理由とする差別の解消の推進に関する基本的事項や、

国や地方公共団体等と民間事業者における差別を解消するための措置などについて定めた

「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（障害者差別解消法）」が施行され、同

年８月には発達障害者支援法が改正され、発達障がい者支援の一層の充実が図られました。

その後、平成３０年４月には障がい者が自ら望む地域生活を営むことができるよう、生活と

就労に関する支援の充実を図ることとする障害者総合支援法の改正、多様化する障がい児支

援の需要に対応するための支援の充実を図ることを目的に児童福祉法の一部改正が行われ、

それに伴い障がい児福祉計画を策定することが義務付けられました。 

 このように障がい福祉に係る制度は、障がいがある方の高齢化や核家族化、支援の需要の

多様化など、障がいがある方をとりまく環境の変化に応じて繰り返し見直しが図られ、制度

改正が進められています。 

厚真町では、障害者総合支援法の基本理念に即し、障がいの有無に関わらず、住み慣れた

地域で安心して暮らすことのできる共生社会を目指すため、障害者総合支援法、児童福祉法

でそれぞれ定められた市町村障害福祉計画・障害児福祉計画として「厚真町障がい福祉計画・

厚真町障がい児福祉計画」を策定し、国の定めた基本的な指針に基づいて障がいのある人の

生活の基盤整備に係る支援のサービス等を見込み、必要なサービスが提供されるよう努めて

きました。この「第６期厚真町障がい福祉計画・第２期厚真町障がい児福祉計画」において

も国の示す基本指針や北海道の計画を踏まえ、令和５年度を目標期間としたサービスの提供

確保に係る目標、種類ごとの必要な量の見込み等を定め、策定します。  
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２ 計画の位置付け 

 この計画は、「障害者総合支援法」第８８条に基づく「市町村障害福祉計画」及び児童福

祉法第３３条の２０に基づく「市町村障害児福祉計画」を一体的に策定するものです。 

 また、本計画は本町の上位計画である「厚真町総合計画」や関連計画との整合性を確保し

策定します。 

障害者総合支援法 第８８条 

 市町村は、基本指針に即して、障害福祉サービス、相談支援及び地域生活支援事業の

提供体制の確保に関する計画（以下「市町村障害福祉計画」という。）を定めるものと

する。 

 

児童福祉法 第３３条の２０ 

 市町村は、基本指針に即して、障害児通所支援及び障害児相談支援の提供体制の確保

その他障害児通所支援及び障害児相談支援の円滑な実施に関する計画（以下「市町村障

害児福祉計画」という。）を定めるものとする。 

 

町の他計画との関連イメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

厚真町総合計画 

厚真町地域福祉計画 

厚真町子ども・子育て支援事業計画 

《令和２年度策定》 

 

厚真町障がい福祉計画 

厚真町障がい児福祉計画 

《令和３年度策定》 

厚真町高齢者保健福祉計画 

厚真町介護保険事業計画 

《令和３年度策定》 

健康あつま２１ 

厚真町健康増進計画 

《平成２５年度策定》 
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３ 計画の対象者 

 この計画の対象者は下記のとおりです。 

  ○障がい者：障害者総合支援法に規定される下記の方 

・身体障害者福祉法第４条に規定する身体障がい者 

・知的障害者福祉法にいう知的障がい者のうち１８歳以上である者 

・精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第５条に規定する精神障がい者（発達障

害者支援法（平成１６年法律第１６７号）第２条第２項に規定する発達障がい者を

含み、知的障害者福祉法にいう知的障がい者を除く。以下「精神障がい者」という。）

のうち１８歳以上である者 

・治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって政令で定めるものによ

る障害の程度が厚生労働大臣が定める程度である者であって１８歳以上であるもの 

  ○障がい児：児童福祉法第４条第２項に規定される下記の方 

（児童福祉法において、「児童」とは、満１８歳に満たない者） 

・身体に障がいのある児童 

・知的障がいのある児童 

・精神に障がいのある児童（発達障害者支援法（平成１６年法律第１６７号）第２条

第２項に規定する発達障害児を含む） 

・治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって障害者の日常生活及び

社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号）第４条第１

項の政令で定めるものによる障害の程度が同項の厚生労働大臣が定める程度である

児童 

 ■発達障がいについて 

 「発達障害」とは、発達障害者支援法により「自閉症、アスペルガー症候群その他の広

汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であって

その症状が通常低年齢において発現するものとして政令で定めるもの」と定義されてお

り、平成２２年の改正で障害者自立支援法の対象として明確に規定され、平成２３年８月

に改正された障害者基本法の「障害者」の定義において「精神障害」に含まれることが明

記されました。 

また、平成２８年に発達障害者支援法が改正され、発達障がいの当事者だけでなく、家

族その他の関係者も支援の対象に含まれることとなりました。 

発達障がいは、個々の特性を本人や家族、周りの人が理解し、その人に合った配慮や支

援を行うことで持っている本来の力が生かされるようになりますが、外見からの課題の見

えにくさや、障がいの境界が明確でなく、診断や判断をすることが難しいため、発達障が

い者・児の正確な人数を把握することは困難です。しかし、平成２４年に文部科学省が

行った調査においては、通常学級に在籍する発達障がいの可能性がある児童は、約６．

５％にあたるとの結果でした。 

このことにより、発達障がいがある人への支援に準じた支援を要する方がいるとの想定

をする必要があります。 
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■高次脳障がいについて 

高次脳機能障がいとは、脳卒中などの病気や交通事故、頭部への怪我などにより、脳を

損傷した後遺症としてみられる障がいです。脳損傷による認知機能障がい（記憶障がいや

注意障がい、遂行機能障がい、社会的遂行障がいなど）を主な症状として、日常生活や社

会生活に制約が出ている障がいを指し、「器質性精神障害」として、精神障がい者に含ま

れています。 

発達障がいと同様に、障害者総合支援法に基づく支援の対象となっていますが、「見え

にくい障がい」といわれる通り、外見上や日常会話や動作などからは分かりにくく、本人

や周囲の人が違和感があっても障がいである可能性に気付かないなど、障がいについての

十分な理解が得られていない実態があるため、障がいについて周知等を図っていくことが

必要です。 

 

■難病等について 

難病とは、原因不明で、治療が極めて困難で、希少であり、後遺症を残すおそれが少な

くないことや、経過も慢性にわたり、生活面に長期に支障をきたす疾病です。 

平成２３年８月に改正された障害者基本法において「障害者」の定義に含まれ、平成２

５年４月の障害者総合支援法の施行により、「障害者」の定義に難病等（治療法が確立し

ていない疾病その他の疾病であって政令で定めるものによる障害の程度が厚生労働大臣が

定める程度である者）と明記され、難病等である人も障害福祉サービス等を利用できるよ

うになりました。 

また、対象となる疾病については、令和元年７月に３６１疾病に拡大されています。 

４ 計画の期間 

 国の改定基本指針に沿い、本計画は令和３年度から令和５年度までの３年間を計画期間と

します。 

 

５ 計画期間中の見直しについて 

 計画期間内における制度改正や社会情勢の変化などにより、必要な場合は適宜計画の見直

しを行うこととします。 
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第２ 障がい者・児の状況 

 

厚真町の障がい者・障がい児の手帳所持者数（身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保

健福祉手帳の所持者、重複含む）は令和元年度末（令和２年３月３１日現在）時点で３２２

人、住民基本台帳による令和元年度末（令和２年３月３１日現在）の人口は４，４５２人の

ため人口に占める割合は約７．２％となり、町民の約１４人に１人の方が何らかの障害者手

帳を所持している計算になります。 

 

１ 身体障がい者・児の状況 

 身体障害者手帳の所持者数は、令和元年度末（令和２年３月３１日現在）は２５８人です。

平成２８年度末（平成２９年３月３１日現在）と比較してやや減少傾向にあります。 

 

■身体障害者手帳所持者 

区 分 令和元年度末 平成２８年度末 

肢体不自由 １６８ ２１５ 

聴覚障がい ２７ ２８ 

視覚障がい ９ ９ 

音声・言語・咀嚼障がい １ ０ 

内部障がい ５３ ４９ 

合 計 ２５８ ３０１ 

人口に占める割合 ５．７９％ ６．４６％ 

 

 

２ 知的障がい者・児の状況 

 療育手帳の所持者数は、令和元年度末（令和２年３月３１日現在）は５６人となり、平成

２８年度末（平成２９年３月３１日現在）と比較してほぼ横ばいの傾向です。 

 

■療育手帳所持者 

区 分 令和元年度末 平成２８年度末 

療育手帳 Ａ判定 ２９ ３０ 

療育手帳 Ｂ判定 ２７ ３１ 

合 計 ５６ ６１ 

人口に占める割合 １．２５％ １．３１％ 
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３ 精神障がい者・児の状況 

 精神障害者保健福祉手帳の所持者数は、令和元年度末（令和２年３月３１日現在）は８人

です。平成２８年度末（平成２９年３月３１日現在）と比較してほぼ横ばいの状況です。 

 自立支援医療（精神通院）受給者数は、令和元年度末（令和２年３月３１日現在）は３７

人です。平成２８年度末（平成２９年３月３１日現在）と比較してこちらも横ばいの状況で

す。 

 

■精神障害者保健福祉手帳所持者 

区 分 令和元年度末 平成２８年度末 

１級 １ ２ 

２級 ６ ８ 

３級 １ １ 

合 計 ８ １１ 

人口に占める割合 ０．１７％ ０．２４％ 

 

■自立支援医療（精神通院）受給者 

区 分 令和元年度末 平成２８年度末 

自立支援医療（精神通院）受給者 ３７ ３７ 

合 計 ３７ ３７ 

人口に占める割合 ０．８３％ ０．７９％ 
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第３ 障害福祉サービス等の数値目標 

 

１ 令和５年度の数値目標 

 障がい者・児の自立を支援する観点から、次のような数値目標を設定しています。 

 

（１）福祉施設入所者の地域生活への移行 

 福祉施設からグループホーム等へ移行し地域生活を送ることを目標として、国の基本指針

に示された「令和元年度末時点の施設入所者数の６％以上が地域生活へ移行」、「令和５年度

末時点の施設入所者数を令和元年度末時点から１．６％以上削減」することを基本とし、地

域の実情を踏まえて設定しています。施設入所者数は令和２年度末の目標値３１人に対し、

令和元年度末（令和２年３月３１日現在）では２８人となっています。 

 

項 目 
数 値 

備 考 
令和元年度末 令和５年度末 

地域生活移行者数  
１人 

（Ａ）－（Ｂ） 

令和２年３月３１日の施設入所者

数のうち、令和５年度末において

６％以上の者が、施設入所からグ

ループホーム等の地域生活へ移行

することを基本として、地域の実情

を踏まえて設定 

施設入所者数 
２８人 

（Ａ） 

２７人 

（Ｂ） 

施設入所者の 

減少見込数 
 

１人 

（Ａ）－（Ｂ） 

令和５年度末の施設入所者数が、

令和２年３月３１日の施設入所者

から１.６％以上減少することを基

本として、地域の実情を踏まえて設

定 

施設入所者数 
２８人 

（Ａ） 

２７人 

（Ｂ） 

 

（２）精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築 

町内に精神科病院はありませんが、長期入院している精神障がいのある方が地域移行する

にあたり、広域的に推進していけるよう、東胆振圏域１市４町及び胆振総合振興局担当部局、

精神科を有する医療機関等の関係機関で構成される「東胆振圏域精神障がい者地域生活移行

支援協議会」において協議を行います。 

 

項 目 
数 値 

備 考 
令和元年度末 令和５年度末 

協議の場の設置 １か所（圏域） １か所（圏域） 

「東胆振圏域精神障がい者地域生

活移行支援協議会」と連携し、情報

共有、協議を行う 

参考 国が基本指針により示した成果目標 

・令和５年度における精神病床からの退院後１年以内の、地域における生活日数の平均を３

１６日以上とすることを基本とする。 

・精神病床における１年以上長期入院患者数（６５歳以上、６５歳未満）を設定する。 

・精神病床における退院率を３か月時点、６か月時点、１年時点でそれぞれ６９％以上、８

６％以上、９２％以上とすることを基本とする。 
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（３）地域生活支援拠点等の整備 

 国の基本指針においては、地域生活支援拠点等について、令和５年度末までに各市町村又

は各圏域に１つ以上の地域生活支援拠点等を確保しつつ、その機能の充実のため、年１回以

上運用状況を検証及び検討することを基本としています。 

 厚真町では、障がいがある方の高齢化や重度化、親亡きあとの地域生活の継続支援を図る

ため、平成２８年４月に東胆振圏域の１市４町（苫小牧市・白老町・厚真町・安平町・むか

わ町）で「東胆振圏域地域生活支援拠点センター」を共同設置し、年２回運営状況の検証及

び検討を行っています。 

 

項 目 
数 値 

備 考 
令和元年度末 令和５年度 

地域生活支援拠点

等の整備（箇所） 
１箇所 １箇所 

地域生活支援拠点については、東胆

振圏域地域生活支援拠点事業に関

する協定書（苫小牧市・白老町・厚

真町・安平町・むかわ町）に基づき、

平成２８年４月から苫小牧市に事業

の実施を委託しています 

〇「東胆振東胆振圏域地域生活支援拠点センター」の主な機能 

 ・相談支援機能 

  拠点センターによる２４時間３６５日対応の相談支援サービスの提供、ピアスタッフ

（障がいのある支援者で自らの経験に基づいて障がい者をサポートする方）の活用など 

 ・体験の機会・場の確保 

  地域移行に向けての地域生活の体験や宿泊体験の場の確保など 

 ・緊急時の受け入れ・対応 

  ２４時間のソフト救急体制の確保、関係機関との調整による障がい者等 

 ・専門的な人材の確保・養成 

  障害福祉サービス事業所職員や相談支援スタッフの確保と研修等による育成、自らの

体験を生かした専門性を発揮するピアスタッフの育成 

 ・地域の体制づくり 

  地域生活支援ネットワークの組織化、自立支援協議会との連携など 
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（４）福祉施設から一般就労への移行目標 

福祉施設の利用者の一般就労への移行については、国の基本指針では、福祉施設の利用者

のうち、就労移行支援事業等（生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援）を通じ

て、令和５年度に一般就労する者を令和元年度の就労移行実績の１．２７倍以上とすること

を基本とし、就労移行支援事業の利用者数は、令和元年度の一般就労への移行実績の１．３

０倍以上としているほか、就労継続支援事業Ａ型、就労継続支援事業Ｂ型においては、令和

５年度に一般就労する者をそれぞれ令和元年度の実績の１．２６倍以上、１．２３倍以上と

することを基本としています。 

また、就労移行支援事業等を通じて一般就労する者のうち、７割が就労定着支援事業を利

用すること、就労定着支援事業所のうち就労定着率が８割以上の事業所を全体の７割以上と

することを基本としています。 

町においては、現時点で就労移行支援及び就労継続支援事業Ａ型の利用実績及び見込みが

ないことから、一般就労移行者数について就労継続支援Ｂ型事業利用者を想定し目標値を設

定します。 

① 一般就労移行者数 

項 目 
数 値 

備 考 
令和元年度末 令和５年度 

年間一般就労移行

者数 
０人 １人 

令和５年度において就労移行支援

事業等を通じて、一般就労する者の

数 

特別支援学校卒業者等や就労移行

支援事業所利用者の状況等を踏ま

えて算定 

※令和元年度の一般就労への移行

実績の１．２７倍以上とすることを

基本として、これまでの実績及び地

域の実情を踏まえて設定 

 

②一般就労に移行する者のうち就労定着支援事業所利用者数 

項 目 
数 値 

備 考 
令和５年度 

就労定着支援事業

所利用者数 

 

１人 

令和５年度中に一般就労に移行する

者のうち７割以上が就労定着支援を

利用することを基本として、地域の

実情を踏まえて設定 
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（５）障がい児支援の提供体制の整備 

 障がい児支援の提供体制の整備については、国の基本指針では、児童発達支援センターを

中核とした重層的な地域支援体制の構築を目指すため、令和５年度末までに、児童発達支援

センターを各市町村に少なくとも１か所以上設置することを基本としています。また、障が

い児の地域社会への参加、包容（インクルージョン）を推進するため、各市町村又は各圏域

に設置された児童発達支援センターが保育所等訪問支援を実施するなどにより、令和５年度

末までに、全ての市町村において、保育所等訪問支援を利用できる体制を構築することを基

本としています。以上については、市町村単独での設置が困難な場合には、圏域での確保で

あっても差し支えないとされています。さらに、主に重症心身障害児を支援する児童発達支

援事業所及び放課後等デイサービス事業所の確保、医療的ケア児支援のための関係機関の協

議の場の設置及びコーディネーターの設置を基本としており、市町村単独での設置が困難な

場合には、都道府県が関与した上での圏域での確保であっても差し支えないとされています。  

① 児童発達支援センターの整備 

項 目 
数 値 

備 考 
令和元年度末 令和５年度 

児童発達支援セ

ンターの整備 
０箇所 １箇所（圏域） 

令和５年度末までに圏域で確保予

定の事業所数 

 

② 保育所等訪問支援を利用できる体制の構築 

項 目 
数 値 

備 考 
令和元年度末 令和５年度 

保育所等訪問支

援を利用できる

体制 

無し 有り 

令和５年度末までに圏域で確保予

定の児童発達支援センターにおいて

実施できるよう協議・調整する 

 

③重症心身障害児を支援する児童発達支援事業所及び放課後等デイサービスの確保 

項 目 
数 値 

備 考 
令和元年度末 令和５年度 

ア 児童発達支援

事業所 
０箇所 １箇所 

令和５年度末までに圏域で確保予

定の事業所数 イ 放課後等 

デイサービス 
０箇所 １箇所 

 

④医療的ケア児が適切な支援を受けられるための体制確保 

項 目 
数 値 

備 考 
令和元年度末 令和５年度 

ア 協議の場の 

設置 
有り 有り 

令和５年度末までに圏域で整えるよ

う協議・調整する 

イ ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰの 

配置人数 
０人 １人 
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（６）相談支援体制の充実・強化 

 国の基本指針では、相談支援体制の充実・強化のため、令和５年度末までに、各市町村又

は各圏域において、総合的・専門的な相談支援の実施及び地域の相談支援体制の強化を実施

する体制を確保することを基本としています。 

 町では、厚真町障害者基幹相談支援センターと東胆振圏域地域生活支援拠点センター等の

相談支援を担う関連機関との連携を図り、支援体制の強化に努めます。 

 

（７）障害福祉サービス等の質の向上を図るための取り組みに係る体制の構築 

 国の基本指針において、利用者が真に必要とする障害福祉サービスを提供していくた

め、令和５年度末までに、「障害福祉サービス等に係る各種研修の活用」、「障害者自立支

援審査支払等システムによる審査結果の共有」、「指導監査結果の関係市町村との共有」に

ついての体制を構築することが基本と示されました。 

 「指導監査結果」とは、都道府県が実施する指定障害福祉サービス事業者及び指定障害

児通所支援事業者等に対する指導監査のことをいい、町においては、北海道から共有され

た情報や、障害者自立支援審査支払システムの審査結果を分析した結果等を活用し、町内

の福祉事業所や関係自治体との共有を図ります。また、北海道が実施する障害福祉サービ

ス等に係る研修に参加し、障害福祉サービスの質の向上に取り組みます。 
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第４ 障害福祉サービス等の必要見込量 

 

１ 障害福祉サービスの必要見込量 

この障害福祉サービス等の見込み量は、計画策定時点で把握した過去の実績数値、利用者

の推移や動向を参考に算出し、今後のサービスの提供体制の参考とするものです。 

 

（１）日中活動系サービスの必要見込量 

サービス種別 単位 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

療養介護 利用者数（人／月） ２ ２ ２ 

生活介護 利用者数（人／月） ３２ ３２ ３３ 

利用量 

（人日／月） 
７３６ ７３６ ７５９ 

自立訓練（機能訓練） 利用者数（人／月） ０ ０ ０ 

利用量 

（人日／月） 
０ ０ ０ 

自立訓練（生活訓練） 利用者数（人／月） ０ ０ ０ 

利用量 

（人日／月） 
０ ０ ０ 

自立訓練（宿泊型） 利用者数（人／月） ０ ０ ０ 

利用量 

（人日／月） 
０ ０ ０ 

就労移行支援 利用者数（人／月） ０ ０ ０ 

利用量 

（人日／月） 
０ ０ ０ 

就労継続支援Ａ型 利用者数（人／月） ０ ０ ０ 

利用量 

（人日／月） 
０ ０ ０ 

就労継続支援Ｂ型 利用者数（人／月） １２ １３ １３ 

利用量 

（人日／月） 
２７６ ２９９ ２９９ 

就労定着支援 利用者数（人／月） ０ ０ ０ 

短期入所（福祉型） 利用者数（人／月） １ １ １ 

利用量 

（人日／月） 
７ ７ ７ 

短期入所（医療型） 利用者数（人／月） ０ ０ ０ 

利用量 

（人日／月） 
０ ０ ０ 
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【サービスの内容】 

療養介護 
医療と常時介護を必要とする方に、医療機関で機能訓練、療養上の管

理、看護、介護及び日常生活の支援を行います。 

生活介護 
常に介護を必要とする方に、昼間、入浴、排せつ、食事の介護等を行

うとともに、創作的活動又は生産活動の機会を提供します。 

自立訓練 

（機能訓練） 

身体障がいのある方などに対して、理学療法、作業療法、必要なリハ

ビリテーション、生活等に関する相談および助言などの支援を行いま

す。 

自立訓練 

（生活訓練） 

知的障がいまたは精神障がいのある方に対して、自立した日常生活を

営むために必要な訓練、生活等に関する相談および助言などの支援を

行います。 

宿泊型 

自立訓練 

知的障がいまたは精神障がいのある方に対して、居室その他の設備を

利用させるとともに、家事等の日常生活能力を向上するための支援、

生活等に関する相談・助言などの必要な支援を行います。 

就労移行支援 
就労に必要な知識や能力の向上のために必要な訓練、就労に関する相

談や支援を行います。 

就労継続支援 

Ａ型 

企業等に就労することが困難な方に対して、雇用契約に基づく生産活

動の機会の提供、知識および能力の向上のために必要な訓練などを行

います。 

就労継続支援 

Ｂ型 

通常の事業所に雇用されることが困難な就労経験のある方に対し、生

産活動などの機会の提供、知識および能力の向上のために必要な訓練

などを行います。 

就労定着支援 
一般就労に移行した方について、就労に伴う生活面の課題に対し、必

要な連絡調整や指導・助言等を行います。 

短期入所 
自宅で介護する方が病気の場合などに、短期間、夜間も含め施設で、

入浴、排せつ、食事の介護等を行います。 

 

（２）居住系サービスの必要見込量 

サービス種別 単位 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

自立生活援助 利用者数（人／月） ０ ０ ０ 

共同生活援助 利用者数（人／月） １６ １７ １８ 

施設入所支援 利用者数（人／月） ２８ ２８ ２７ 

 

【サービスの内容】 

自立生活援助 

定期的に利用者の居宅を訪問し、食事、洗濯、掃除などに課題はない

か、公共料金や家賃に滞納はないか、体調に変化はないか、通院して

いるか、地域住民との関係は良好か、などについて確認を行い、必要

な助言や医療機関等との連絡調整を行います。 

共同生活援助 
夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助を行い

ます。 

施設入所支援 
施設に入所する方に、夜間や休日、入浴、排せつ、食事の介護等を行

います。 
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（３）訪問系・その他サービスの必要見込量 

サービス種別 単位 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

居宅介護 利用者数（人／月） ０ ０ ０ 

利用量 

（時間／月） 
０ ０ ０ 

重度訪問介護 利用者数（人／月） ０ ０ ０ 

利用量 

（時間／月） 
０ ０ ０ 

同行援護 利用者数（人／月） ０ ０ ０ 

利用量 

（時間／月） 
０ ０ ０ 

行動援護 利用者数（人／月） ０ ０ ０ 

利用量 

（時間／月） 
０ ０ ０ 

重度障害者等包括支援 利用者数（人／月） ０ ０ ０ 

利用量 

（時間／月） 
０ ０ ０ 

 

【サービスの内容】 

居宅介護 自宅で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。 

重度訪問介護 

重度の障がいにより、行動上著しい困難を有する人で常に介護を必要

とする方に、自宅で、入浴、排せつ、食事の介護、外出時における移

動支援などを総合的に行います。 

同行援護 
視覚障がいにより、移動に著しい困難を有する方に、移動に必要な情

報の提供（代筆・代読を含む）、移動の援護等の外出支援を行います。 

行動援護 
自己判断能力が制限されている方が行動するときに、危険を回避する

ために必要な支援や外出支援を行います。 

重度障害者等 

包括支援 

介護の必要性がとても高い方に、居宅介護等複数のサービスを包括的

に行います。 
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（４）相談支援の必要見込量 

サービス種別 単位 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

計画相談支援 実利用者数（人） ４９ ５０ ５０ 

地域移行支援 実利用者数（人） ０ ０ ０ 

地域定着支援 実利用者数（人） ０ ０ ０ 

 

【サービスの内容】 

計画相談支援 

障害福祉サービス等の申請に係る支給決定前に、サービス等利用計画

案を作成し、支給決定後に、サービス事業者等との連絡調整等を行う

とともに、サービス等利用計画の作成を行います。 

地域移行支援 

障害者支援施設等を退所する障がい者等を対象として、地域移行支援

計画の作成、相談による不安解消、外出への同行支援、住居確保、関

係機関との調整等を行います。 

地域定着支援 
居宅において単身で生活している障がい者等を対象に常時の連絡体制

を確保し、緊急時に必要な支援を行います。 

 

（５）障害児支援サービスの必要見込量 

サービス種別 単位 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

児童発達支援 利用者数（人／月） ０ ０ ０ 

利用量 

（人日／月） 
０ ０ ０ 

医療型児童発達支援 利用者数（人／月） ０ ０ ０ 

利用量 

（人日／月） 
０ ０ ０ 

放課後等デイサービス 利用者数（人／月） ５ ５ ４ 

利用量 

（人日／月） 
１００ １００ ８０ 

保育所等訪問支援 利用者数（人／月） ０ ０ ０ 

利用量 

（人日／月） 
０ ０ ０ 

居宅訪問型児童発達支援  利用者数（人／月） ０ ０ ０ 

利用量 

（人日／月） 
０ ０ ０ 

福祉型障害児入所施設 利用者数（人／月） ０ ０ ０ 

医療型障害児入所施設 利用者数（人／月） ０ ０ ０ 

障害児相談支援 実利用者数（人） ５ ５ ４ 
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【サービスの内容】 

児童発達支援 

地域の障がいのある児童を通所させて、日常生活における基本的動作

の指導、自活に必要な知識や技能の付与または集団生活への適応のた

めの訓練を行います。福祉サービスに併せて治療を行うのが医療型、

重度の障がいの状態であり、外出することが著しく困難な児童に対し

て居宅を訪問し、基本的な指導等の支援を行うのが居宅訪問型です。 

放課後等 

デイサービス 

学校就学中の障がい児に対して、放課後や夏休み等の長期休暇中にお

いて、生活能力向上のための訓練等を継続的に提供します。 

保育所等 

訪問支援 

保育所等を現在利用中の障がい児、今後利用する予定の障がい児に対

して、訪問により、保育所等における集団生活の適応のための専門的

な支援を提供します。 

障害児 

入所施設 

障がいのある児童を入所させて、保護、日常生活の指導及び自活に必

要な知識や技能の付与を行う施設です。 

障害児 

相談支援 

障がい児が障害児通所支援を利用する前に障害児支援利用計画を作成

し、通所支援開始後、一定期間ごとにモニタリングを行う等の支援を

行います。 
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２ 地域生活支援事業の必要見込量 

 

（１）理解促進研修・啓発事業 

サービス名 単位 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

理解促進研修・啓発事業  実施数 １ １ １ 

 

【サービスの内容】 

障がい者等が日常生活及び社会生活を営む上で生じる「社会的障壁」を除去するため、

障がい者等の理解を深めるための研修・啓発等を行います。 

 

 

（２）自発的活動支援事業 

サービス名 単位 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

自発的活動支援事業 実施数 １ １ １ 

 

【サービスの内容】 

障がい者等が自立した日常生活及び社会生活を営むことができるよう、障がい者等、そ

の家族、地域住民等による地域における自発的な取り組みを支援します。 

 

 

（３）相談支援事業 

サービス名 単位 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

障害者相談支援事業 実施個所 １ １ １ 

基幹相談支援センター 設置数 １ １ １ 

市町村相談支援事業機能強化事業 実施数 ０ ０ ０ 

住宅入居等支援事業 実施数 ０ ０ ０ 

 

【サービスの内容】 

相談支援事業 
障がい者等、障がい児の保護者、介護者などからの相談に応じ、必要

な情報の提供や、権利擁護のために必要な援助を行います。 

基幹相談支援 

センター 

地域における相談支援の中核的な役割を担う機関として、総合的・専

門的な相談支援の実施等を行います。 

市町村相談 

支援事業 

機能強化事業 

市町村における相談支援事業が適性かつ円滑に実施されるよう、一般

的な相談支援事業に加え、特に必要と認められる能力を有する専門的

職員を市町村等に配置することにより、相談支援機能の強化を図りま

す。 

住宅入居等 

支援事業 

賃貸契約による一般住宅への入居を希望しているが、保証人がいない

等の理由により入居が困難な障がい者等に対し、入居に必要な調整等

に係る支援を行います。 
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（４）成年後見制度利用支援事業 

サービス名 単位 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

成年後見制度利用支援事業  人 ０ ０ ０ 

 

【サービスの内容】 

障がい福祉サービスの利用の観点から成年後見制度を利用することが有用であると認め

られる障がい者等に対し、成年後見制度の利用を支援します。 

 

 

（５）成年後見制度法人後見支援事業 

サービス名 単位 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

成年後見制度法人後見支援事業 実施数 ０ ０ ０ 

 

【サービスの内容】 

成年後見制度における後見等の業務を適正に行うことができる法人を確保できる体制を

整備するとともに、市民後見人の活用も含めた法人後見の活動を支援します。 

 

 

（６）意思疎通支援事業 

サービス名 単位 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

手話通訳者・要約筆記者派遣事業 人 １ １ １ 

手話通訳者設置事業 人 ０ ０ ０ 

 

【サービスの内容】 

聴覚等の障がいのため、意思疎通を図ることに支障がある障がい者等に、手話通訳者等

の派遣等を行います。 
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（７）日常生活用具給付等事業 

種別 単位 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

介護訓練支援用具 件数 ０ ０ ０ 

自立生活支援用具 件数 ０ ０ ０ 

在宅療養等支援用具 件数 ０ ０ ０ 

情報・意思疎通支援用具 件数 ０ ０ ０ 

排泄管理支援用具 件数 １２０ １２０ １２０ 

居宅生活動作補助用具 件数 ０ ０ ０ 

 

【サービスの内容】 

重度障がいのある人等に対し、自立生活支援用具等日常生活用具の給付又は貸与を行い

ます。 

 

【日常生活用具の種類】 

種別 日常生活用具 

介護訓練支援用具 
特殊寝台、特殊マット、特殊尿器、入浴担架、体位変換器、 

移動用リフト、訓練いす、訓練用ベッド 

自立生活支援用具 

入浴補助用具、便器、歩行補助杖（Ｔ字杖又は棒状の一本杖）、 

移動・移乗支援用具（手すり・スロープ等）、頭部保護帽、 

特殊便器、火災報知機、自動消化器、電磁調理器、 

歩行時間延長信号機用小型送信機、聴覚障害者用屋内信号装置 

在宅療養等 

支援用具 

透析液加湿器、ネブライザー（吸入器）、電気式たん吸引器、 

酸素ボンベ運搬車、盲人用体温計（音声式）、盲人用体重計 

情報・意思疎通 

支援用具 

携帯用会話補助装置、情報・通信支援用具、点字ディスプレイ、 

点字器、点字タイプライター、視覚障害者用ポータブルレコーダー、 

視覚障害者用活字文書読上げ装置、視覚障害者用拡大読書器、 

盲人用時計、聴覚障害者用通信装置、聴覚障害者用情報受信装置、 

人口喉頭、点字図書 

排泄管理支援用具 蓄尿袋、蓄便袋、紙おむつ等、収尿器 

居宅生活動作 

補助用具 

居宅生活動作補助用具（住宅改修） 
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（８）手話奉仕員養成研修事業 

サービス名 単位 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

手話奉仕員養成研修事業  人 ０ ０ ０ 

 

【サービスの内容】 

手話で日常会話を行うのに必要な手話語彙
ご い

及び手話表現技術を習得した者を養成します。 

 

 

（９）移動支援事業 

サービス名 単位 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

移動支援事業 人 １ １ １ 

時間 ６ ６ ６ 

 

【サービスの内容】 

屋外での移動が困難な障がい者等について、外出のための支援を行います。 

 

 

（１０）地域活動支援センター事業 

サービス名 単位 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

地域活動支援センター事業  実施個所 ０ ０ ０ 

人 ０ ０ ０ 

 

【サービスの内容】 

障がいのある人が通い、創作的活動又は生産活動の提供、社会との交流の促進等の便宜

を図ります。 

 

 

（１１）その他の事業 

日中一時支援事業 

サービス名 単位 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

日中一時支援事業 人 ２ １ １ 

 

【サービスの内容】 

障がい者等の日中における活動の場を確保し、障がい者等の家族の就労支援及び障がい

者等を日常的に介護している家族の一時的な休息を支援します。 
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第５ 計画推進のための具体的な取り組み 

 

１ 住み慣れた地域で安心して暮らすことのできる共生社会の実現 

  障がい福祉に関する制度等の理解や周知を図るとともに、障がいのある人のニーズや相

談内容に応じて、各種福祉サービス等の紹介、福祉サービス事業者との連絡調整等の支援

を行い、障がいのある人やご家族等の日常生活や社会参加を支援します。 

また、ホームヘルパーによる訪問系サービスを行うための体制構築を行うとともに、就

労継続支援Ｂ型事業所、コミュニティカフェ、多世代交流空間、バス待合の機能を有する

「まちなか交流館しゃべーる」の障害者就労継続支援Ｂ型事業を豆腐製造だけでなく、コ

ミュニティカフェにおいても活動できるよう拡大し、障がいのある人の働き方の選択肢を

増やすとともに、地域の方と関わる機会が増えることによる相互理解の促進を図ります。 

さらに、障がいのある人の住まいや就労の場の充実、地域交流等について、民間事業者

等との協働も踏まえた検討を重ね、障がいの有無にかかわらず、住み慣れた地域で安心し

て暮らすことのできる共生社会を目指します。 

 

２ 福祉施設入所者の地域生活・一般就労への移行 

  福祉施設や入所者のサービス等利用計画を作成する計画相談支援事業所などの関係機関

と連携しながら、福祉施設入所者で地域生活・一般就労への移行を希望される方について、

本人の意向を尊重し、サービス内容の調整などを支援します。 

また、地域生活支援拠点が行う体験利用等の機能を活用し、地域生活への移行を円滑に

行えるよう支援するとともに、企業や障がいのある人、またはその家族に対して障がい者

雇用等の周知を行い、一般就労への双方の不安感の解消や相互理解の促進を図ります。 

 

３ 精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築 

 精神病床における長期入院患者の地域生活への移行を支援する、保健・医療・福祉関係

者による協議の場の設置については、市町村単独での設置が困難な場合には、圏域での設

置でも差し支えないとされており、長期入院している精神障がいのある人が地域移行する

にあたり、広域的に推進していけるよう「東胆振圏域精神障がい者地域生活移行支援協議

会」等で協議します。また各精神科病院に設置されている退院後生活環境相談員等と連携

し、精神障がいのある人が安心して地域移行できるよう地域包括ケアシステムの構築を図

ります。 

※「退院後生活環境相談員」とは、精神科病院に入院している医療保護入院者の退院に

向けた相談支援や地域援助事業者等の紹介、円滑な地域生活への移行の退院後の居住の場

の確保等の役割を担う方です。平成２５年の精神保健福祉法改正により、精神科病院に設

置が義務付けられており、精神保健福祉士等から選任されます。 

また、精神科病院は、医療保護入院者が退院後に利用する障害福祉サービス及び介護

サービスについて退院前から相談し、医療保護入院者が円滑に地域生活に移行できるよう、

特定相談支援事業等の事業や事業の利用に向けた相談援助を行う地域援助利用者を紹介す

るよう努めなければならないとされています。 
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４ 地域生活支援拠点等の整備 

  地域生活支援拠点については、東胆振圏域地域生活支援拠点事業に関する協定書（苫小

牧市・白老町・厚真町・安平町・むかわ町）に基づき、平成２８年４月から苫小牧市に事

業の実施を委託しています。また、東胆振１市４町が圏域全体として必要な生活機能を確

保し、地方圏への人口定住を促進する自治体間連携の取り組みである「東胆振定住自立圏

構想」における共生ビジョン（計画期間令和２年度から令和６年度）においても、協定に

基づき推進する具体的取り組みとして設定しており、今後も継続的な運営がなされ、効果

的な事業が行われるよう、各市町、関係機関と連携し、支援体制の充実を図ります。 

 

５ 障がい児支援の提供体制の整備 

  児童発達支援センターや、重症心身障害児を支援する児童発達支援事業所及び放課後等

デイサービスの確保については、地域における課題を整理し圏域自治体と連携、協議を行

い検討していきます。また、医療的ケア児が適切な支援を受けられるための体制確保につ

いては、他地域における取組や、医療機関の状況等の情報収集に努めるとともに、北海道

や東胆振圏域１市４町（苫小牧市・白老町・安平町・むかわ町）と連携し、設置を検討し

ていきます。 

 

第６ 計画の推進管理 

 

 障がい福祉計画・障がい児福祉計画の各年度のサービスの状況や、数値目標の達成状況等

を把握し、点検、評価するとともに、厚真町地域自立支援協議会からの意見を踏まえながら、

事業を実施していきます。 
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